
１．相談対応や社会保険事務所への届出代行

「特別便」の趣旨・目的や年金記録の見方、記載内容等についての説明
年金記録に訂正がある方への年金加入記録照会票の記入方法や年金記録に訂正がない方への
確認はがき提出の案内
加入履歴に漏れや誤りがある場合のそれらの記憶喚起の助言

協力市区町村数（平成20年7月18日時点） 1,794市区町村 (95%)

「特別便」の趣旨・目的や年金記録の見方、記載内容等についての説明
年金記録に訂正がある方への年金加入記録照会票の記入方法や年金記録に訂正がない方への
確認はがき提出の案内
加入履歴に漏れや誤りがある場合のそれらの記憶喚起の助言

協力市区町村数（平成20年7月18日時点） 1,794市区町村 (95%)

２．協力できる市区町村における窓口装置を用いた「特別便」に関する相談の実施

年金加入記録照会票等の社会保険事務所への届出代行の実施

協力市区町村数（平成20年7月18日時点） 1,306市区町村 (66%)

年金加入記録照会票等の社会保険事務所への届出代行の実施

協力市区町村数（平成20年7月18日時点） 1,306市区町村 (66%)

窓口装置の貸与を決定した市区町村数（平成20年7月16日時点） 185市区町村窓口装置の貸与を決定した市区町村数（平成20年7月16日時点） 185市区町村

３．周知・広報

市区町村ホームページ、市区町村広報誌への掲載依頼市区町村ホームページ、市区町村広報誌への掲載依頼

※ 市区町村と社会保険事務局長との間で個別に契約（業務内容、窓口装置の保守管理、秘密の保持、指揮監督等の定め）して実施

市区町村における「ねんきん特別便」への協力


